
⼀棟貸切宿泊施設 RIADNANA宿泊契約書 

 
⼀棟貸切宿泊施設 RIADNANA／RIADNANA（以下、貸別荘という）を運営する RIADNANA を「甲」

とし、⼀棟貸切宿泊施設 RIADNANA にご宿泊されるお客様を「⼄」として、甲と⼄の間で⼀棟貸切

宿泊施設の使⽤に当たり、以下の通り、宿泊契約を締結する。 

[⼀棟貸切宿泊施設] 

第 1 条 甲は⼄に対して下記の建物を⼀棟貸切宿泊施設とし、⼄はこれを利⽤するものとする。 

 

所在地： 岐⾩県恵那市明智町⼤⽥ 1397-1 名称：RIADNANA 

 

[本契約の締結] 

第 2 条 本契約は、⼄が甲に宿泊料⾦を⽀払いした時点で成⽴する。 
[ 使 ⽤ ⽬ 的 ]  

第 3 条  ⼄ は 借 り 受 け た ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 の 宿 泊 使 ⽤ 権 利 の み を 得 る も の と し 、

⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 の 宿 泊 使 ⽤ 権 利 を 譲 渡 し て は な ら な い 。  

 

予 約 時 に 申 請 し た ⼈ 数 を 超 過 し て 、敷 地 内 へ の ⽴ ち ⼊ り 、宿 泊 を し て は な ら な い 。

⼈ 数 超 過 で の ご 利 ⽤ が 判 明 次 第 、違 約 ⾦（ ご 利 ⽤ 料 ⾦ の 2 倍 以 上 ）を お ⽀ 払 い 頂

き ま す 。お ⽀ 払 い に 応 じ て 頂 け な い 場 合 は 、即 時 退 去 頂 き ま す 。そ の 際 の 宿 泊 料

⾦ の 返 ⾦ は 致 し ま せ ん 。  

貸 別 荘 敷 地 内 で 、或 い は 、⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 を 使 ⽤ し て 、如 何 な る 公 序 良 俗 及 び

法 令 に 違 反 す る ⾏ 為 、 ま た は 、 そ れ ら の 恐 れ が あ る ⾏ 為 を ⾏ っ て は な ら な い 。  

[ 宿 泊 期 間 ]  

第 4 条  宿 泊 期 間 は チ ェ ッ ク イ ン ⽇ の 15： 00 か ら チ ェ ッ ク ア ウ ト ⽇ の 10： 00 ま

で と す る 。 チ ェ ッ ク ア ウ ト ⽇ の 10： 00 を 超 え た チ ェ ッ ク ア ウ ト は 、 超 過 料 ⾦ と

し て 規 定 料 ⾦ を 頂 き ま す 。  

[ 宿 泊 料 ⾦ ]  

第 5 条  甲 は 宿 泊 申 し 込 み 受 付 後 、 ⼄ に 対 し 、「 宿 泊 申 し 込 み 受 付 の お 知 ら せ 」

メ ー ル を 送 信 す る 。 チ ェ ッ ク イ ン 当 ⽇ に 宿 泊 代 の お ⽀ 払 い を お 願 い し ま す 。  

追 加 料 ⾦ が あ る 場 合 は チ ェ ッ ク ア ウ ト の 時 に 再 度 お ⽀ 払 い を お 願 い ま す 。  

[ 宿 泊 予 約 確 定 後 の 宿 泊 の キ ャ ン セ ル ]  

第 6 条  ⼄ は 宿 泊 予 約 確 定 後 に 宿 泊 予 約 を キ ャ ン セ ル す る こ と が で き る 。  

た だ し 、⼄ は 、宿 泊 予 約 を キ ャ ン セ ル す る 旨 を 必 ず メ ー ル ・ TEL で 甲 に 通 知 す る

こ と 。 ⼄ か ら の メ ー ル を 受 信 後 、 甲 か ら の 「 宿 泊 予 約 キ ャ ン セ ル 」 メ ー ル が ⼄ に

送 信 さ れ た 時 点 で キ ャ ン セ ル が 成 ⽴ す る 。  

 



キ ャ ン セ ル 料 ⾦ は 以 下 の 通 り で あ る 。  

宿 泊 開 始 ⽇ か ら 5 ⽇ 以 上 前 ：  な し  

4 ⽇ 前 か ら ：  宿 泊 料 ⾦ の 20% 

3 ⽇ 前 か ら ：  宿 泊 料 ⾦ の 50% 

前 ⽇ ：  宿 泊 料 ⾦ の 80% 

当 ⽇ 、 ま た は 連 絡 が 無 い 場 合 ： 宿 泊 料 ⾦ の 100% 

⼄ の 指 定 ⼝ 座 へ 振 り 込 み に て キ ャ ン セ ル 料 を ⽀ 払 う 。  

（ 振 込 の 場 合 の 振 込 ⼿ 数 料 は ⼄ の 負 担 と す る 。）  

なお、⽇程変更についても上記と同様の扱いとする。 

[ チ ェ ッ ク イ ン  /  チ ェ ッ ク ア ウ ト ]  

第 7 条  チ ェ ッ ク イ ン 及 び チ ェ ッ ク ア ウ ト に つ い て 以 下 の 通 り 定 め る 。  

チ ェ ッ ク イ ン ： 15 :00 以 降  

⼄ が 14 :00 以 降 15 :00 前 に ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 に 到 着 し た 場 合 、 ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設

敷 地 内 で 待 つ こ と が で き る が 、成 ⼈ の 監 督 無 し に 未 成 年 及 び 荷 物 を 敷 地 内 に 残 し

た ま ま 出 か け な い こ と 。 ま た 、 事 故 、 紛 失 、 盗 難 、 近 隣 迷惑等、 如 何 な る 事態が

発⽣し た 場 合 も 、⼄ が責任を持っ て 対処し 、甲 は ⼀ 切 の責任を 負わな い も の と す

る 。  

 

ま た 、 ⼄ が チ ェ ッ ク イ ン 前 に BBQ 設備の 使 ⽤ す る こ と を禁⽌す る 。  

 

チ ェ ッ ク ア ウ ト ：午前 10： 00 ま で に チ ェ ッ ク ア ウ ト す る こ と 。  

⼄ は備品や設備を元の 場 所 及 び状態に戻す こ と 。  

建 物 、庭、 設備、備品、鍵等の破損及 び 紛 失 、 盗 難等が発⽣し た 場 合 は 、 ⼄ は 必

ず速やか に 甲 に 知 ら せ る こ と 。  

建 物 、庭、設備及 び備品や鍵等の破損及 び 紛 失 、盗 難 に伴い発⽣し た費⽤ は ⼄ の

負 担 と す る 。  

⼄ は チ ェ ッ ク ア ウ ト 前 に 以 下 の 点 を 必 ず 確認す る こ と 。  

・ すべて のライ ト が消灯さ れ て い る こ と 。  

・全て の⽔道の蛇⼝ が閉ま っ て い て⽔が 出 て い な い こ と 。屋外⽔道も含む。  

・煙草の吸殻が落ち て い な い こ と 。  

・焚き⽕を 使 ⽤ し た 場 合 は 、⽕の 始末を ⾏ う 。  

・ファンヒーター ・スト ーブを 使 ⽤ し た 場 合 は 、消⽕さ れ て い る こ と 。・エアコ

ン（扇⾵機）を 使 ⽤ し た 場 合 は 、電源が 切 れ て い る こ と 。・全て の窓および扉が⼾

締 り さ れ て い る こ と 。  

・ キ ッ チ ン を 利 ⽤ さ れ た 場 合 は現状復帰す る こ と 。ペッ トボト ル ・⽸・ビン は 所

定 の 場 所 に ⼊ れ る 。  



・ 利 ⽤ し た も の は元の 場 所 に戻す こ と 。  

 

[ ⾃ 動 ⾞ の 駐 ⾞ ]  

第 8 条  ⾃動⾞は 貸 別 荘駐⾞場 内 に駐⾞す る こ と 。⾃動⾞の 事 故 、 盗 難 、 及 び 、

破損に つ い て 、 甲 は ⼀ 切 の責任を 負わな い も の と す る 。  

[ ⽕ の 元 及 び ⼾ 締 ま り ]  

第 9 条  ⼄ は 、外出 時 、及 び 、就寝時 、⽕の元及 び⼾締 ま り を 必 ず 確認す る こ と 。  

[ 怪 我 や ⽕ 傷 等 ]  

第 10 条  ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 の 設備及 び備品等による怪我や⽕傷等に つ い て 甲 は

⼀ 切責任を 負わな い も の と す る 。  

[ 所 持 品 の 管 理 ]  

第 11 条  ⼄ の 所持品の破損、 紛 失 、 及 び 盗 難 に関し て 、 甲 は ⼀ 切責任を 負わな

い も の と す る 。  

[ 禁 煙 ]  

第 12 条  ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設屋内 は 、電⼦タバコを含め禁煙と す る 。  

⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設屋内 及 び 、屋外の 指 定灰⽫以外に喫煙の形跡が あ っ た 場 合 、甲

は ⼄ に ⾦５万円を 請求す る 権 利 を有す る 。  

[ ペ ッ ト ⽴ ち ⼊ り ・ 同 伴  禁 ⽌ ]  

第 13 条  ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設屋内 及 び 敷 地 内 へ のペッ ト の ⽴ ち ⼊ り 、同伴を禁⽌

と す る 。  

ペッ ト の ⽴ ち ⼊ り ・同伴が 確認さ れ た 場 合 、甲 は ⼄ に ⾦ 5 万円を 請求す る 権 利 を

有す る 。  

[ 花 ⽕ ・ 焚 ⽕  禁 ⽌ ]  

第 14 条  ⽕災予防及 び環境保護の た め 、 い か な る花⽕および焚⽕ピッ ト 以外の

焚⽕を禁ず る 。  

[原状回復事項 ]  

第 15 条  建 物 、庭、 設備及 び備品等の破損及 び 紛 失 が発⽣し た 場 合 は 、原状回

復費⽤ を ⼄ の 負 担 と す る 。  

ま た 、そ れ に か か る他の お 客 様 の 宿 泊 が困難 と な っ た 場 合 は 、原状回復ま で の実

費を全て ⼄ の 負 担 と す る 。  

  

敷 地 内全て に お い て 、吐しゃ物 の処理は ⼄ による原状復帰を 必 ず ⾏ う こ と と す る 。 

チ ェ ッ ク ア ウ ト 後 に原状回復し て い な い 場 合 は 、甲 は ⼄ に 別途清掃費⽤ を ⾦ 5 万

円請求す る 権 利 を有す る 。室内 で の吐しゃ物 に関し て は 別途清掃代 ⾦ を 請求す る

権 利 を有す る 。 な お そ れ 以 上 に費⽤ が か か る 場 合 は 、実費請求と す る 。  

 



[設備・備品に関し て ]  

第 16 条  ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 の ⽴ 地 上 、清掃完了後 に お い て も⾍等が発⽣す る こ

と が あ る 。  

ま た 、状況により 設備・備品を 利 ⽤ で き な い こ と が あ る 。上 記 に お け る 宿 泊 料 ⾦

の 返 ⾦ は ⾏わな い 。  

 

[ 近 隣 居 住 者 へ の 配 慮 ]  

第 17 条  深夜に 及ぶパーティー等、⾳楽や⼈声、臭気を発す る など、 近 隣居住

者へ の 迷惑と な る ⾏ 為 を固く禁じ る 。特に 21 :00 以 降 は 、 近 隣 へ の騒⾳（ ⼤声、

⾳楽等） の配慮を す る こ と 。  

 

近 隣居住者より 、騒⾳による 通報が 甲 に あ っ た 場 合 、⼄ へ速やか に 連 絡 し注意喚

起を す る 。そ れ で も ⼄ に改善が⾒ら れ な い 場 合 、甲 は直ち に 本 契 約 を解除す る こ

と が で き る 。 な お 、 そ の 際 の 宿 泊 料 ⾦ の 返 ⾦ は ⾏わな い 。  

[ 禁 ⽌ 事 項 及 び そ の 他 ]  

第 18 条  ⼄ の滞在中に 、清掃、リネン 及 びタオル等の交換を ⾏わな い 。  

第 19 条  ⼄ は 以 下 の ⾏ 為 を し て は な ら な い 。  

（ 1） 予 約 時 に 申 請 し た ⼈ 数 を 超 過 し て 、敷 地 内 へ の ⽴ ち ⼊ り 、宿 泊 を す る こ と 。  

上 記 が 確認さ れ た 場 合 、 第 3 条 に基づき 甲 は ⼄ に 追 加 請求す る 権 利 を有す る 。  

（ 2）  ⼀ 棟 貸 切 宿 泊 施 設 に造作を 加 え た り 、 そ の現状を変更す る こ と 。  

（ 3）  危険物 の持ち 込 み 。  

（ 4）  ⿇薬及 び危険ドラッグなどの持ち 込 み および 使 ⽤ 。  

（ 5）  暴⼒団及 び 、 反社会的勢⼒関係者を 出 ⼊ り さ せ る こ と 。  

（ 6）  チ ェ ッ ク ア ウ ト 後 の居座 り 、占拠。未 成 年者の み の ご 利 ⽤ 。上 記 及 び 宿 泊

規 約等へ の 違 反 により 、当 施 設 の 権 利 、財産、およびサービス等を保護す る 必要

が⽣じ た 場 合 、警察等関係機関へ 通報す る等、然るべき措置を講じ ま す 。  

（ 7）  営 利⽬的で の撮影・動画撮影は禁⽌。 ご希望の⽅は ご相談くだ さ い 。  

[契 約 の解除 ]  

第 20 条  ⼄ が 本 約款に 記載さ れ て い る禁⽌事項に該当 す る ⾏ 為 を し た 場 合 、 甲

は ⼄ に 通 知 ・警告を要せ ず 、直ち に 本 契 約 を解除す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、

宿 泊 料 ⾦ の 返 ⾦ は ⾏わな い 。  

[契 約 し た 貸 別 荘 の提供が で き な い 時 の取り扱い ]  

第 21 条  宿 泊 契 約 確 定 後 、天災地変、テロ等、 そ の他の不可抗⼒により 、 貸 別

荘 を提供で き なくな っ た 場 合 は 、甲 は ⼄ に 対 し て決済完了済み の 宿 泊 料 ⾦ を全額

返 ⾦ す る こ と により 契 約解除と し 、 そ の他の 違 約 ⾦ を ⽀ 払わな い 。  

 



[管轄裁判 所 ]  

第 22 条  甲 および ⼄ は 、 本 約款に関す る全て の訴訟に つ い て は 、 地⽅裁判 所 を

管轄裁判 所 と す る こ と に 合意す る 。  

[協議事項 ]  

第 23 条  甲 ・ ⼄双⽅は 、 本 契 約 の各事項を誠実に履⾏ す る も の と し 、 本 契 約 の

各条項の解釈適⽤ に つ い て の疑義、 も しくは 本 契 約 に 定 め な い 事項に つ い て は 、

⺠法 そ の他の 法 令 及 び取引の慣⾏等に従い 、甲 ・ ⼄双⽅協議の 上誠意を も っ て決

定 す る も の と す る 。  


